
別記
第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係) ′イわ

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 C ) ・ 変 更)

京都市南区上鳥羽鉾立町 11-5
株式会社 堀 場エステック

代表取締役社長   堀  場

特定事業者の

主たる業種

流体制御機器の製造 ・販売

該当する手菜
者要件

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラックス
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸イk溌素に鞠笙して8000ト ン以上))

計 画 期 間 平成  18 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 全社で環境マネジメントシステムを運用し、環境に配慮した製品の開発 ・裂道、環境汚染の予防、資源
エネルギーの節減、環境の保護 ・改善に努める。

推 進 体 制 取締役生産本部長を最高買任者とする環境マネジメントシステムの干、環境日椋として温室効果刃スの排
出削減を行ない、年間4回社内の環境会議においてその進捗管理を行なう。

年度 ことの具
体的な取組及
び措置

ヨ

空調設備、調整用設備 年度内の実捜湖査と地球温暖化ガスの排出回収分解装置の調査と見積もりを行なう。

調整用設備
地球温暖化カス 主 にSF6ガスの分解設nIを導入 し、ウトエネルギー起源の温暖化ガスの排出ユを

全体で 44 9%削 減す る。

温室効果カス
の排出量等 排出区分

基準年度 く実績)

( 17 )年 度
(こ酸化炭素換雰 (t))

日穏年度 (計四,
( 19 )年 度

〈二酸化炭慕演算 〈t))

割滅準

(計画 )
(%)

A事 業所等排出区分 1,833      t 2.181    t 190 %

B輸 送章両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t 2,81l    t -723 %

排出合計 Ⅲl1   12,004   t ■2   4,990   t .584%

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画

く二塵化炭素捜昇 (t

森林の保全及び整備 〈整姉面和) 〈吸収畳) t

望の木材の 用 〈利用量) mJ 〈削減畳) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

〈売電曇) kTh いⅢ波重) t

〈熱供給畳) 〈削減量) t

グリーン電力の 入 (蝉入曇) k『h く削減畳) t

削減量等合計 ■3         00 t

差引排出量
〈排出合計一削減等合計)

堅準年度 (実績) (計画) 削減率 (計画)
Ⅲl                 12004 t Ⅲ〕●〕   49900 t -584 %

特 記 事 琴 1 温 室効果カスは平成 17年 度基準で58 4%高 J滅を目棟にする。
2 ご みの排出については全社的なリサイクル運動を進め最終目標としてリサイクル率100%を目指す。
3 グ リーン調達を含む環境通合設計を進める。
4 社 有革輔を入替えの時は高環境性能仕様車に変更し、運転者には低燃費走行を義務づける。
5 通 勤交通手段としてマイカーから公共交通機関利用への啓蒙の実施。

連  絡   究 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

注 1該 当する□には、レ印を向入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は レ 印の記入ほ不要です。

2 r基 準年度」とは計直則回の前年度を、 「日標年度」とは計画別mの 最終年度をいいます。

3「 事業PTl等排出区分Jと は、京都府内の事業所等の車策活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを 「輸送車両排出区分Jと
は、自動車通送手栄者についてはtt用の本拠の位置を京都府内とする■両の排出する温主効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物ヨこ両又
はk客 車両の擁出する温室効果ガスを 「その他排出区分Jと は 上 記以外の京都rF内における事業所等の事来活r」に伴い発生する温室効果ガス

をいいます。
4「 竹記事項」には 平 成2年度 (1990年 度)を 基禅とした排出量の対比やエネルギー原単位C02Jl出 畳、省エネ製品腕発など他者のほ室効果

ガス排出削減への貢献 グ リーン綱連の採用、特定フtlンなどの条例指定外の温宣効果ガスの削減などを記入してください。


